
別記様式第６号(第4条関係)

　

　 担当課

1 事 業 番 号

2 種 別

3 事 業 名

4 場 所

5 契 約 業 者 名

6 住 所

7 変更後の契約金額 円

（当初契約金額） （ 円 ）

8 工 期 ～

（当　初　工　期） （ ～ ）

9 概 要

10 変更内容及び変更理由
１． 既設床版の厚みにより当初設計である伸縮装置の施工が不可能であるため、カップリングジョイントから
カットオフジョイントに変更するもの。
２． 構造計算の結果、舗装の機械施工が可能であることが判明したため、人力施工から機械施工に変更す
るもの。
３． 上記理由により、工期を令和３年３月３１日に変更するもの。

16,500,000

令和2年11月10日 令和3年3月31日

令和2年11月10日 令和3年2月26日

舗装工　N=一式
橋梁付属物工　N=一式
橋梁補修工　N=一式
構造物撤去工　N=一式
仮設工　N=一式
附帯工　N=一式

土木一式

脇之島橋Ａ修繕工事

多治見市脇之島町6丁目

井戸建設株式会社

多治見市昭和町32番地の4

16,726,600

　

　 道路河川課

契　　 約　 　内　 　容　 　変　 　更　 　報　 　告　 　書

橋改第2号


